
令和８年２月１７日 第１８回定例会資料 

 

議案第６４号 

 

１ 議案名 

  徳島県学校運営協議会規則の一部を改正する規則について 

                                  

 

２ 提案理由 

  公立の義務教育諸学校等の教育職員等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一

部を改正する法律（令和七年法律第六十八号）により、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第四十七条の五第四項が改正されたこと

に伴い、所要の改正を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校教育課 



徳島県学校運営協議会規則の一部を改正する規則について

高校教育課

１ 徳島県学校運営協議会規則の概要

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和３１年法律第１６２号)第４７条の５

第１項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について、

必要な事項を定めるものである。

協議会は徳島県立学校ごとに設置されており、対象学校の校長は、当該対象学校の

運営に関する基本的な方針について、協議会の承認を得るものとされている。

２ 規則改正の理由

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する

法律（令和７年法律第６８号）により、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第４７条の５第４項が改正され、対象学校の校長が、当該対

象学校の協議会の承認を得なければならない事項として、業務量管理・健康確保措置の

実施に関する内容が追加されたことに伴い、所要の改正を行う必要がある。

３ 規則改正の概要

当該対象学校の校長が、協議会の承認を得るものとされている学校運営に関する基本

的な方針に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和４

６年法律第７７号）第７条第１項に規定する業務量管理・健康確保措置の実施に関する

内容を加える。

４ 施行期日（等）

令和８年４月１日
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